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ＭＭ21地区 地震等災害対策推進

○ １ 「みなとみらい２１地区防災エリマネ推進委員会」

当地区は、関係者が連携する『自助・共助の取組』をエリアマネジメントとし
て進めるため、一般社団法人横浜みなとみらい２１内に『防災エリマネ推進
委員会』を2014(H26)年12月に設置、

Ⅰ自助・共助の仕組みづくりと意識啓発､

Ⅱ情報受伝達体制の強化､

Ⅲ帰宅困難者対策と一斉帰宅抑制の推進

等について検討･推進している。

※ 地区合同防災訓練は、関係者・関係機関

と連携して平成７年度（1996年3月）より毎年

実施している（次回2022年2月実施予定）。









○ ３－１ 帰宅困難者一時滞在施設 『登録制度』の活用

・当地区では、地区内関係者が連携して2016(H28)年12月に帰宅困難者
一時滞在施設『登録制度』を創設し、 登録の受付を随時行っている。
・2021(R3)年9月末現在登録施設は１７施設となり、横浜市との個別
締結分も含めると、一時滞在施設は合計２４施設に増加している。

ＭＭ21地区 地震等災害対策推進

○ ３－２ 帰宅困難者支援ガイド
（防災マップ）

・来街者や就業者向けに、災害発生時
の基本的な行動内容や有効な情報な
どを簡潔に記したもの2016(H28)年３
月発行（以降、毎年更新）。

・2021年版(四ヶ国語改良版)を配布中

災害時行動ガイド







ＭＭ21地区 地震等災害対策推進

○ ４ 『災害時行動ガイド』 の更新

各施設の防災担当者が防災対策として共有すべきマニュアルとして、

2016(H28)年10月に『災害時行動ガイド』を策定（以降、毎年度更新）。

・「災害時情報受伝達編」

・「帰宅困難者対応編」

・「自助対応編(第2版で追加)」 から構成。

第5版(2021年3月)では、風水害対策と

感染症対策の基本事項を追加。

※（例）帰宅困難者対応編：平常時、災害時別

の詳細なチェックリスト、帰宅困難者一時滞在

施設の利用案内（四ヶ国語）雛型などを掲載。

災害時行動ガイド





一時滞在施設の基本対応事項等を確認する簡易図上訓練の
実施概要【2015(H27)年度～2020(R2)年度】

No. 日時 参加者・見学者
図面対象施設 【合計１０施設】

赤字：一時滞在施設の新規登録・検討中施設

1
2016年2月23日（火）

9:15～11:45

帰宅困難者受入施設 登録制度ワーキング

（事業所、行政関係機関）

①横浜ワールドポーターズ（12・14街区）

②横浜ランドマークタワー（25街区）

2
2019年 9月 10日 （火 ）

10:30～12:00

①株式会社ＮＴＴファシリティーズ

②株式会社東急コミュニティー

③清水建設株式会社

（以下、見学者）

・三菱地所プロパティマネジメント株式会社

・西区役所

①横浜メディアタワー（41街区）

②クイーンズスクエア（24街区）

③横浜アイマークプレイス（46街区）

3
2019年 12月 5日 （木 ）

10:30～12:00

①清水建設株式会社

②日産自動車コーポレートサービス

（以下、見学者）

・株式会社横浜国際平和会議場

・アウディジャパン販売株式会社

・京浜急行電鉄株式会社

・横浜市危機管理室地域防災課

・西区役所

①横浜グランゲート（54街区）

②日産自動車株式会社グローバル本社（66街区）

4

2020年 9月 15日 （火 ）

10:30～12:00

※コロナ禍での開催

①株式会社ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ

②株式会社資生堂、鹿島建物総合管理株式

会社

（以下、見学者）

・横浜市危機管理室地域防災課

・横浜市都市整備局みなとみらい２１推進課

・西区役所

①横浜ロイヤルパークホテル（25街区）

②資生堂グローバルイノベーションセンター

（56-2街区）

5
2020年 12月 4日 （金 ）

10:30～12:00

①京浜急行電鉄株式会社

（以下、見学者）

・横浜市危機管理室地域防災課

・西区役所、株式会社横浜国際平和会議場

①京浜グループ本社（56-1街区）

→これまでの図上訓練では、一時滞在施設（候補施設）の施設所有者・管理会社が参加（その他見学者とオブザーバーと
して市区が参加） 。検証実施施設の用途は、事業所、商業施設、ホテルと多岐に渡る







■２０２０年度の実施状況（１２月４日） コロナ禍での開催例

■感染症対策に考慮した訓練企画の立案・関係者との事前合意 ～コロナ禍において対面型訓練を実現する工夫～

■訓練参加者の主な意見：
➢事前に想定していた受入容量以上の帰宅困難者が押し寄せてしまった場合には、受入れをお断りして大丈夫か。
⇒基本的には、各施設の判断となる。協定に基づき可能な限り受け入れていただくことを施設にお願いしているが、
例えば、50人定員の施設に100人来てしまった場合など物理的に受入れが困難な場合などについては、
横浜市の一時滞在NAVIを案内し、他の施設へ移動していただく対応も選択肢の一つである。

➢ プライバシーに配慮した女性専用スペースの設定は必要か。子連れの方や授乳エリアは必須と思うが、女性の
方への考慮をどこまで対策として実施すればよいか施設管理者としては気なるところである（一時滞在施設にお
いても避難所のようにパーティションで区切る配慮まで必要か）

◆参加者への「新型コロナウィルス感染症対策に関するお願い事項」の事前周知
◆離隔を十分に確保した会場配置計画、訓練運営に係る消毒備品・非接触ツールの積極活用










